
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東横イングループ コンプライアンス体制 概要 
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東横イングループにおける役職員のコンプライアンスに関する意識の向上を図り、コンプライアンスを円滑かつ効果的

に実施する統括部署として、取締役会会長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。 

委員会は、報告・相談のあった事案に対する対応方針の検討、是正措置、再発防止策等を実施します。 

加えて、グループ役職員に対する勉強会・講演等の啓蒙活動を推進します。 

 


